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平成２６年５月２３日 

各    位 

                                                   会 社 名     
                                                   代表者名  取 締 役 社 長  桑 澤  嘉 英 
                                                    （コード番号    ８１０４） 
                                              問合せ先  常務取締役管理本部長 三田 久郎 
                                               （ＴＥＬ. ０１１－８６４－１１１２） 

 
定款の一部変更に関するお知らせ  

 
 当社は、平成２６年５月２３日開催の臨時取締役会において、「定款一部変更の件」を平成２６年

６月２７日開催予定の第６５回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおり

お知らせいたします。 
 

記 
 
１．変更の理由 
（１）現行の業務実体との整合性に鑑み、現行第３条（目的）について記載の見直しおよび追加をす

るものです。 
（２）当会社の公告方法に関し、利便性の向上および公告手続の合理化を図るため、現行第５条（公

告方法）を変更し電子公告を採用するものとし、併せて、やむを得ない事由により電子公告に

よることができない場合の措置を定めるものです。 
（３）インターネットの普及に伴い機動的な開示体制を補完しておくことを目的とし、事業報告およ

び計算書類について、法務省令に定めるところに従いインターネットによる開示によってみな

し提供ができるようにするものとし、変更案第１５条（事業報告および計算書類のインターネ

ット開示とみなし提供）を新設するものです。 
（４）取締役および監査役がその期待された役割を十分に発揮することができるよう、また社内外を

問わず広く適任者を得られるよう取締役および監査役の責任を会社法で定める範囲で免除で

きる旨の規定を新設するものです（変更案第２９条第１項および第４０条第１項）。なお、取

締役の責任免除の規定（変更案第２９条第１項）の新設につきましては、監査役全員の同意を

得ております。 
（５）取締役、監査役および会計監査人における責任限定契約に関する記載について、現行よりもさ

らに厳格に会社法の記載に基づいた表現に変更するものです（現行第２８条、第３９条および

第４３条）。 
（６）以上の変更にあわせて条文の整備ならびに条数の変更のほか所要の変更を行うものであります。 
                 
２．変更の内容 
  変更の内容は別紙のとおりであります。 
 
３．日  程 

定款変更のための株主総会開催日  平成２６年６月２７日 
  定款変更の効力発生日       平成２６年６月２７日 

以 上 
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【別 紙】 
２．変更の内容 
  変更の内容は次のとおりであります。 

（下線は変更部分） 
現 行 定 款 変 更 案 

（ 目  的 ） 

第３条 当会社は、下記の事業を営むことを目的

とする。 

1.～11.    （条文省略） 

    12.住宅建設瑕疵担保責任保険契約およ

び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の

締結の媒介または取次ぎ 

    13.前号のほか特定住宅瑕疵担保責任の

履行の確保等に関する法律により住

宅瑕疵担保責任保険法人が行う業務

の取次ぎ 

        14.住宅に関する完成保証、瑕疵保証お

よび地盤保証の引受けの取次ぎ 

（新   設） 

 

（新   設） 

15.～16.   （条文省略） 

 

（ 公告方法 ） 

第５条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載す

る方法により行う。 

 

 

 

 

第６条～第 14 条   （条文省略） 

 

（新   設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 15 条～第 27 条  （条文省略） 

 

（社外取締役の責任限定契約） 

第 28 条       （新   設） 

 

 

 

 

（ 目  的 ） 

第３条 当会社は、下記の事業を営むことを目的

とする。 

1.～11.  （現行どおり）   

           （削    除） 

 

 

（削    除） 

 

 

 

（削    除） 

 

12.住宅瑕疵担保責任保険法人が提供す

る商品等の媒介および取次ぎ業務 

13.車両航送船の乗車券取扱受託業務 

14.～15.   （現行どおり） 

 

（ 公告方法 ） 

第５条 当会社の公告方法は、電子公告とする。

ただし、事故その他やむを得ない事由に

よって電子公告による公告をすること

ができない場合は、日本経済新聞に掲載

して行う。 

 

第６条～第 14 条  （現行どおり） 

 

（事業報告および計算書類のインターネット開

示とみなし提供） 

第 15 条 当会社は株主総会の招集に際し、事業

報告および計算書類に記載または表

示すべき事項に係る情報を、法務省令

に定めるところに従いインターネッ

トを利用する方法で開示することに

より、株主に対して提供したものとみ

なすことができる。 
 

第 16 条～第 28 条  （現行どおり） 

 

（取締役の責任免除） 

第 29 条 当会社は、会社法第 426 条第１項の規

定により、任務を怠ったことによる取

締役（取締役であった者を含む。）の

損害賠償責任を、法令の限度において

取締役会の決議によって免除するこ

とができる。 
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現 行 定 款 変 更 案 
 当会社は、会社法第 427 条第１項の規

定により、社外取締役との間に、善意

かつ重大な過失がなかったときは、同

法第423条第１項の賠償責任を限定す

る契約を締結することができる。ただ

し、当該契約に基づく賠償責任の限度

額は、法令が規定する額の範囲内とす

る。 

 

第 29 条～第 38 条  （条文省略） 
 
（社外監査役の責任限定契約） 

第 39 条       （新   設） 

 

 

 

 

 

 当会社は、会社法第 427 条第１項の規

定により、社外監査役との間に、善意

かつ重大な過失がなかったときは、同

法第 423 条第１項の賠償責任を限定

する契約を締結することができる。た

だし、当該契約に基づく賠償責任の限

度額は、法令が規定する額の範囲内と

する。 

 

第 40 条～第 42 条  （条文省略） 

 

（会計監査人の責任限定契約） 

第 43 条 当会社は、会社法第 427 条第１項の規

定により、会計監査人との間に、善意

かつ重大な過失がなかったときは、同

法第 423 条第１項の賠償責任を限定す

る契約を締結することができる。ただ

し、当該契約に基づく賠償責任の限度

額は、法令が規定する額の範囲内とす

る。 

 

第 44 条～第 46 条  （条文省略） 

   ② 当会社は、会社法第 427 条第１項の規

定により、社外取締役との間に、任務

を怠ったことによる損害賠償責任を

限定する契約を締結することができ

る。ただし、当該契約に基づく責任の

限度額は、法令が規定する額とする。

 

 

 

第 30 条～第 39 条  （現行どおり） 
 

（監査役の責任免除） 

第 40 条 当会社は、会社法第 426 条第１項の規

定により、任務を怠ったことによる監

査役（監査役であった者を含む。）の

損害賠償責任を、法令の限度において

取締役会の決議によって免除するこ

とができる。 

   ② 当会社は、会社法第 427 条第１項の規

定により、社外監査役との間に、任務

を怠ったことによる損害賠償責任を

限定する契約を締結することができ

る。ただし、当該契約に基づく責任の

限度額は、法令が規定する額とする。

 

 

 

第 41 条～第 43 条  （現行どおり） 

 

（会計監査人の責任限定契約） 

第 44 条 当会社は、会社法第 427 条第１項の規

定により、会計監査人との間に、任務

を怠ったことによる損害賠償責任を

限定する契約を締結することができ

る。ただし、当該契約に基づく責任の

限度額は、法令が規定する額とする。

 

 

 

第 45 条～第 47 条  （現行どおり） 

 
 


